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提案理由 

国民を戦争に引き込むだけでなく、国民の知る権利が奪われ、著しいプライ

バシー侵害が行われることから、国に対し秘密保護法の撤廃を強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



秘密保護法の撤廃を求める意見書 

 

昨年末、国民の５割が反対し、８割が慎重審議を求めていた声を押し切り、

成立させた秘密保護法に対し、反対・廃止を求める声は公布後も広がり続けて

いる。 

秘密保護法は、外交、防衛、テロ活動の防止、スパイ行為の防止など広範な

行政情報を、各行政機関の長の判断で特定秘密に指定し、情報を漏らした公務

員も、情報を手に入れようとした国民も厳罰に処するものである。強行採決直

前に、国民の批判をかわそうと、有識者による「情報保全諮問会議」や、官僚

による「保全監視委員会」の設置を打ち出したが、何の歯どめにもならないこ

とを、多くの識者が指摘しているところである。 

秘密保護法で特定秘密に指定されると、国民の目、耳、口がふさがれ、国民

の知る権利が奪われるだけでなく、秘密を扱う公務員や民間の出入業者は適性

評価で、飲酒癖から病歴、借入金、家族関係、友人など洗いざらい調査され、

著しいプライバシー侵害が行われることになる。 

しかも安倍政権は、「国家安全保障会議」（日本版ＮＳＣ）を設置し、首相官

邸の国家安全保障局を立ち上げ、「戦争する国」への体制整備まで行っている。 

これは明らかに、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を保障した憲法の

基本理念を根こそぎじゅうりんする希代の悪法であり、国民は決して受け入れ

るものではない。 

よって、本市議会は国に対し、国民を戦争に引き込む戦時立法である秘密保

護法を撤廃するよう強く求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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